
議 案 第 ５ 号

 
 

令和６年度会費額の件（案） 

公益社団法人広島県薬剤師会定款第８条第４項及び会費規程第２条第２項の規

定による令和６年度の会費は、以下のとおりとする。

会費

１．正会員（薬剤師）

Ａ 年額 ４５，５００円

Ｂ 年額 ２３，０００円

ただし、正会員Ｂ中、広島県行政薬剤師会は１７，０００円とする。

２．準会員（薬剤師）

年額 ６，０００円

 ３．賛助会員（薬剤師ではない個人及び企業・団体）

Ａ 年額 ４５，５００円

Ｂ 年額 ４０，０００円

 ４．特別会員（薬剤師ではない個人）

Ａ 年額 無 料（会員資格は卒業時まで継続）

Ｂ 年額 ６，０００円

 

議案第２号

令和６年度 事業計画（会館）（案）

１ 広島県薬剤師会館及び関連施設の運営管理を行う。

２ 薬業団体及びその関係者との連絡調整を図り、県民の健康増進と福祉の増進に寄与す

る。

３ 会館研修室の利用を推進し、薬事関係者の知識の交流を図る。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第３号

令和６年度 事業計画（薬局）（案）

１ 会営二葉の里薬局の運営を行う。

２ 在宅医療の支援を行う。

・医療・衛生材料を分割販売

・無菌調剤室の管理と共同利用の推進

・在宅医療機器の貸し出し

３ 災害・感染症拡大時などに医薬品や衛生材料等の供給を行う。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第４号

令和６年度 事業計画（共益）（案）

１ 図書、印刷物等の斡旋販売を行う。

２ その他、必要と認められるもの。

議案第２号

令和６年度 事業計画（会館）（案）

１ 広島県薬剤師会館及び関連施設の運営管理を行う。

２ 薬業団体及びその関係者との連絡調整を図り、県民の健康増進と福祉の増進に寄与す

る。

３ 会館研修室の利用を推進し、薬事関係者の知識の交流を図る。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第３号

令和６年度 事業計画（薬局）（案）

１ 会営二葉の里薬局の運営を行う。

２ 在宅医療の支援を行う。

・医療・衛生材料を分割販売

・無菌調剤室の管理と共同利用の推進

・在宅医療機器の貸し出し

３ 災害・感染症拡大時などに医薬品や衛生材料等の供給を行う。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第４号

令和６年度 事業計画（共益）（案）

１ 図書、印刷物等の斡旋販売を行う。

２ その他、必要と認められるもの。

議案第２号

令和６年度 事業計画（会館）（案）

１ 広島県薬剤師会館及び関連施設の運営管理を行う。

２ 薬業団体及びその関係者との連絡調整を図り、県民の健康増進と福祉の増進に寄与す

る。

３ 会館研修室の利用を推進し、薬事関係者の知識の交流を図る。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第３号

令和６年度 事業計画（薬局）（案）

１ 会営二葉の里薬局の運営を行う。

２ 在宅医療の支援を行う。

・医療・衛生材料を分割販売

・無菌調剤室の管理と共同利用の推進

・在宅医療機器の貸し出し

３ 災害・感染症拡大時などに医薬品や衛生材料等の供給を行う。

４ その他、必要と認められるもの。

議案第４号

令和６年度 事業計画（共益）（案）

１ 図書、印刷物等の斡旋販売を行う。

２ その他、必要と認められるもの。

議案第₅号
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